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白浜海水浴場（俵ヶ浦町）
�開場期間
　7月15日（土）～8月20日（日）
　9時～17時（土・日曜、祝日は9時～
　18時）
�利用料
　中学生以上 400円、3歳～小学生250
　円（シャワー使用料を含みます）
　海の家（桟敷1枚）500円
※隣接のキャンプ場には、常設テント、
　オートキャンプ場、バーベキュー棟
　があります。
�周辺の自然環境
　西海国立公園内にあり、砂浜や干潟
　など特有の生態系を形成し、ハマボ
　ウなどの海岸植物をはじめ、カニ類
　や貝類など珍しい生物が生息してい
　ます。岩場では、海の生き物を観察
　するなど磯遊びも楽しめます。

�お尋ね　白浜海水浴場運営委員会
　　　　　　　　（�0956-28-5771）

大浜海水浴場（宇久町平）
�開場期間
　7月15日（土）～8月31日（木）
　9時～17時
�使用料　100円（シャワー代）
�周辺の自然環境
海水浴場の周辺は、岩礁が続き
生物の観察や磯遊びには最適の
環境です。また、海水の水質は、
県内でも1～2位を争うほど上
質です。近くには芝生広場、
キャンプ施設などが完備され、
休憩舎がある高台からは平戸、
生月諸島を一望できます。

�お尋ね　宇久町観光協会
　　　　　（�0959-57-3935）　

海水浴で快水浴！
梅雨の時期が終われば海開きはもうすぐ。

ことしの夏は日本の「快水浴場百選」に選ばれ

た佐世保の海辺で自然を満喫してみませんか！

■近年、人工物に囲まれがちな暮らしの中で、水辺の自
然と 親しみながら健やかな心身をはぐくむことの重
要性が高まっています。このような中、環境省では、
快適な水浴場を広く普及することを目的として「美し
さ」、「清らかさ」、「安らぎ」、「優しさ」、「豊かさ」を
基準に全国の水辺を評価し、100カ所の水浴場を「快水
浴場百選」として選定しました。

■この快水浴場に、本市の白浜海水浴場と大浜海水浴場
　が選定されました。ことしの夏は、地元佐世保の海水
浴場で自然と親しみながら快水浴を楽しみましょう。

●お尋ね
　市環境保全課（�0956-26-1787）
　「快水浴場百選」ホームページアドレス
 　　http://mizu.nies.go.jp/suiyoku2006/

白浜海水浴場と大浜海水浴場が「快水浴場百選」に

ことし3月に発行した市内の全洞穴遺跡22カ所を記した

調査報告書「佐世保の洞穴遺跡」を無料配布します。
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■平成18年度地域審議会委員の活動
　3月31日に宇久町と小佐々町が佐世保市に加わり、
人口約25万8千人の新たな佐世保市が動き始めまし
た。市町村合併以降、吉井・世知原・宇久・小佐々
の4地域には、合併地域特有の問題を解決し、地域
の皆さんのご意見を市政に反映させる仕組みとして、
各地域に「地域審議会」を設置しています。
　平成17年度には吉井、世知原地域の地域審議会に
おいて、それぞれの地域
の課題解決に向けたさま
ざまな活動が行われ、そ
の成果である「提言書」
がそれぞれの地域審議会
から市長へ提出されまし
た。

　5月15日には、吉井・世
知原地域に宇久・小佐々
地域を加えた4地域合同
の「地域審議会委員と市
長との意見交換会」（写真
右）が行われました。意
見交換会では、各地域審議会からそれぞれの地域の
課題や今後の佐世保市のあり方などさまざまな意見
が出され、活発な意見交換が行われました。
　地域審議会からの提言などについては、地域の特
殊性や佐世保市域全体とのバランスなどを考慮しな
がら今後も対応を図っていきます。

●お尋ね　市役所合併地域行政課

　　　　　　　（�0956-24-1111）

 　　　　動き始めました！ 新生佐世保市 シリーズ⑧

調査報告書「佐世保の洞穴遺跡」
を無料配布します

■県北部地域は全国的にも際
立った洞穴遺跡地帯となって
おり、本市では市町村合併で
旧佐世保市域の12カ所の洞穴
に、吉井地域5カ所、世知原地
域4カ所、小佐々地域1カ所の
洞穴が加わりました。一つの
自治体の中に洞穴遺跡がこれ
ほど多く存在するのは、全国
的にも極めて珍しいといわれ
ています。
■本市の洞穴遺跡は、国指定史
　跡で縄文時代初期の泉福寺
 洞窟 や福井洞窟を筆頭に、縄
どうくつ

文時代の拠点遺跡である岩下
洞穴や下本山岩陰と、そこを
中心に分布する小洞穴遺跡など歴史的に価値があるもの
ばかりです。
■今回、市町村合併を機に新しい市域すべての洞穴遺跡につ
いて総合的に調査し、報告書としてまとめました。郷土史
の学習などにご活用ください。

�応募方法
　電話、郵送、Eメールのいずれかで
　住所、氏名、電話番号をお知らせ
　ださい
�配布部数　
　50部（応募多数の場合は抽選。結
　果は当選者にだけ通知します。調
　査報告書は取りに来てください）
�募集期間
　7月10日（月）～31日（月）必着
�あて先
　市教育委員会社会教育課
　電話　0956-24-1111
　郵送　〒857-8585（住所不要）
　Eメール　syakai@city.sasebo.lg.jp ●お尋ね　市教育委員会社会教育課（�0956-24-1111）

▲福井洞窟（吉井町福井）

▲泉福寺洞窟（瀬戸越一丁目）▲大悲観岩陰（小佐々町小坂）

提言書の提出（吉井地域）


